
2021年4月1日

厚生労働省 新潟労働局

賃金引上げに係る支援策と
下請取引適正化に係る対応等について



１ 下請取引適正化及び賃金引上げに係る対応

２ 賃金引上げに係る支援策及び取組事例

・業務改善助成金

・働き方改革推進支援助成金適用猶予業種等対応コース

・キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース

３ 人材確保の取組事例（建設業）
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年総実労働時間数の推移（全国・新潟県）

● 建設業の年間総実労働時間は、減少傾向にあるものの、全産業平均に比べ長い。

3（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）調査産業計、事業所規模５人以上

（時間） 年総実労働時間数（全国）

年総実労働時間数（新潟）



建設業における雇用情勢
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消費者物価指数と実質賃金等の推移【全国、新潟県】

●実質賃金の推移（全国）はマイナスが継続、新潟県は令和５年５月・7月はプラスになったが、8月にはマイナスに転じた。
（※令和5年９月（全国）においては、物価変動を加味した実質賃金は前年同月比で2.9%減で、18か月連続のマイナス。）
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資料出所：毎月勤労統計調査（厚生労働省）従業員5人以上の事業所

注：実質賃金は、名目賃金指数を消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）で除して算出している。
資料出所：毎月勤労統計調査地方調査結果（新潟県）事業所規模5人以上調査産業計
注：実質賃金指数＝名目賃金指数÷消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合、令和２年基準、新潟市分）×100
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下請取引適正化に向けた労働行政の取組
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取引環境の改善（下請け取引の適正化の促進等）
・監督指導時における通報対象確認シートの配付による賃金引上げの阻害要因として、

「下請代金の支払遅延」等の有無の確認を実施

通報対象確認シートの配付状況 令和４年度 130件

令和５年度（９月末時点） 178件

＜労働基準監督署では、元請負人による建設業法違反等の相談に対応し、国土交通省への取次ぎも行っています。＞

・新潟（025-288-3571） ・長岡（0258-33-8711）

・上越（025-524-2111） ・三条（0256-32-1150）

・新発田 （0254-27-6680）

・新津（0250-22-4161） ・小出（025-792-0241）

・十日町 （025-752-2079）

・佐渡（0259-23-4500）

新潟県内の労働基準監督署

【監督署と国土交通省との通報制度】

下請負人

労働基準監督署
通報

報告

国土交通省

元請負人立入検査

・建設業法第19条の３（不当に低い請負代金

の禁止）等

臨検監督
（建設業法第19条の３（不当に低い請負代金の禁止）、第19条の４（不当な使用資材等の購入

強制の禁止、第19条の５（著しく短い工期の禁止等の要件に該当した場合）
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賃金引上げに向けた労働行政の取組

（１）監督指導時における賃金引上げに向けた働きかけ（要請書の交付）
令和４年度 1,656件

令和５年度（９月末時点） 931件

（２）同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組支援

・パートタイム・有期雇用労働法関係

監督署による事実確認件数 543件 報告徴収を実施した件数 95件

・労働者派遣法関係

監督署による事実確認件数 124件

調査対象企業として選定した件数 42件 （調査実施件数 39件）

賃金引上げに向けた労働行政の取組
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※ 令和４年12月１日～令和５年9月30日 時点



（参考）時間外労働の上限規制の概要（一般の建設の事業）

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限（原則）
月45時間
年360時間

法律による上限
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内 ※

・月100時間未満 ※ ※ 休日労働含む

１年間＝12か月

年間６か月まで
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 時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となる。

 臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合（特別条項）でも、以下の規制がかかる。

時間外労働が年720時間以内

時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月が限度

時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計について、２～６か月平均がいずれも１月あたり80時間以内

時間外労働の上限規制のイメージ

法改正後（令和６年４月１日以降）



（参考）時間外労働の上限規制の概要（災害時における復旧及び復興の事業）
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時間外労働の上限規制のイメージ

●建設事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り、 令和６年4月1日以降も一部の規定は適用されない。

×適用されない規定

時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計について、２～６か月平均がいずれも１月あたり80時間以内

○適用される規定

時間外労働が年720時間以内

時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月が限度

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限（原則）
月45時間
年360時間

法律による上限
・年720時間以内

年間６か月まで

１年間＝12か月



１ 下請取引適正化及び賃金引上げに係る対応

２ 賃金引上げに係る支援策及び取組事例
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事業場内の最低賃金（事業場内で最も低い時間給）を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上に資
する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対し、その設備投資等に要した費用の一部を助成する。

【助成率】

【助成上限額】

【対象事業場】
・事業場内最低賃金（時間額に換算）と地域別最低賃金
の差額が50円以内

・事業場ごとに申請

引上げ労働者数 30円コース 45円コース 60円コース 90円コース

1人 30万円（60万円） 45万円（80万円） 60万円（110万円） 90万円（170万円）

2～3人 50万円（90万円） 70万円（110万円） 90万円（160万円） 150万円（240万円）

4～6人 70万円（100万円） 100万円（140万円） 150万円（190万円） 270万円（290万円）

7人以上 100万円（120万円） 150万円（160万円） 230万円 450万円

10人以上※ 120万円（130万円） 180万円 300万円 600万円
※ （ ）書きの上限額は、事業場規模30人未満の事業者が対象。
※ 引上げ労働者数10人以上の助成上限額区分は、生産量要件（生産量等の直近3か月間の月平均値が前年、前々年、3年前と比較して15％減）、物価高騰要件
（申請前3か月間のうち任意の1か月の売上高総利益率又は売上高営業利益率が前年同月と比較して３％ポイント減）又は事業場内最賃950円未満の場合のみ対象。

【助成対象の特例的な拡充】

業務改善助成金の制度①

900円未満 900円以上950円未満 ９５０円以上

9/10 4/5(9/10) 3/4(4/5)

※（）内は生産性要件を満たした事業者の場合

売上高等が15％以上減少した事業者や原材料費の高騰など社会的・経済的環境
の変化等外的要因により利益率が３％ポイント以上低下した事業者に限り、以下
の経費も助成。
・乗車定員７人以上又は200万円以下の乗用自動車及び貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器の新規導入
・生産性向上に資する設備投資等に「関連する費用」（広告宣伝費、机・椅子の
増設等）

最低賃金
の引上げ

設備投資等に
要した費用の
一部を助成

生産性向上等
に資する
設備投資等

【申請期限】 令和６年１月31日
（事業完了期限：令和６年２月28日）

※予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

【助成金額の計算方法】
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の

助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
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業務改善助成金の制度② ～8/31業務改善助成金拡充のポイント

12

業務改善助成金は原則、賃金引上げ、設備投資等を行う前に申請する必要があります。

事業場規模５０人未満であれば令和５年４月１日～１２月３１日の期間に事業場内最低賃金を引き上げてこれから申請

することができます。（設備投資等を行う前に申請してください）

（例）事業場規模５０人未満の中小企業・小規模事業者（新潟県内）

事業場内最低賃金：令和５年９月３０日まで時間額８９０円、同年１０月１日から時間額９３１円

賃金締切日：２０日 賃金支払日：末日

１１月２８日に業務改善助成金制度を知り、今後の生産性向上のための設備投資等に業務改善助成金を利用したい。

新潟県最低賃金発効日（令和５年１０月１日）より前の９月２１日に遡り８９０円から９２０円に賃金を引上げ、

その差額を支払った。

３０円コースの申請が可能

※令和５年９月２１日時点で事業場内最低賃金９２０円とするので、他に９２０円未満の労働者がいる場合は、

９２０円まで賃金引上げる必要があります。（退職した労働者含む）

※令和５年１０月１日以降に賃金を引上げた場合は、時間額９３１円以上の事業場内最低賃金から３０円以上

賃金を引き上げる必要があります。

５０人未満の事業場の場合、業務改善助成金の申請はまだ間に合います！

※令和６年２月２８日までに設備投資等事業を完了する必要があります。



対象となる設備投資等とは？
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・機器・設備の導入 乗用自動車、貨物自動車は原則対象外。特殊用途自動車は対象となります。

特例事業者のうち一定の要件に該当する場合のみ、定員7人以上又は車両本体価格

200万円以下の乗用自動車や貨物自動車が対象となります。

・経営コンサルティング 金融機関が行う経営相談又は国家資格（中小企業診断士、社会保険労務士、ファイ

ナンシャル・プランニング技能士（１級又は２級に限る）等）を有し常態として

経営コンサルティングを業とする者が行うコンサルティングに限ります。

人員削減や労働条件の引き下げを内容とするものは助成対象外です。

・その他 倉庫の改装工事等により動線を改善し作業時間を短縮する。

職場環境改善のためのエアコン設置、法で義務付けられている設備の設置などは

助成対象外です。

○ 業務改善助成金の支給対象となる「生産性向上等に資する設備投資等」については、“生産
性の向上、労働能率の増進に資するもの”という要件があり、これを満たす必要がある。

○ 制度の運用においては、生産性向上等の要件該当性の判断について、“設備機器やコンサル
ティングの導入等や教育訓練により､何らかの生産性向上等が認められる場合”は、支給対象
となるものとして整理。



業務改善助成金の活用事例①
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①建設業・労働者10人未満

冬場、資材置き場の除雪を行う必要がある。

労働者が手作業で除雪を行うため、大雪になると除雪に複数人で半日以上かかることもあった。

業務改善助成金を利用し、資材置き場に消雪パイプを設置

除雪にかかっていた時間を本来の業務に充てることができ、現場にスムーズに入る

ことができた。業務の改善につながり、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた。

※除雪機の導入も可能

②建設業・労働者50人未満

建築、建設現場で測定作業は欠かせない。測定作業ができる労働者が限られており、

測定には最低2名以上の人員が必要となる。

業務改善助成金を利用し、測量機器を導入

高機能の測量機器を導入することにより、作業時間の短縮、高精度な測定の実現、最低2人以上必要な人員

が1人で対応できることにより、業務の改善につながり、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた。



業務改善助成金の活用事例②
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③建設業・労働者30人未満

業務改善助成金を利用し、積算システムを導入した。

積算システム導入により、デスクワーク時間が短縮され、その分、加工、現場の増員が

可能となった。業務の改善につながり、事業場内最低賃金を45円以上引き上げた。

見積り等を紙面で行っており、記入や集計に時間がかかる

・助成の対象となる「特殊用途自動車」とは、「車種を表す数字」が８で始まるもの及びこれに準ずるもの（福祉車

両等）を指します。フォークリフト、ユニック車などは助成対象となります。

車両本体費用のほか、検査登録（届出）手続代行費、車庫証明手続きの代行費、納車費用は助成対象です。

・古い特殊用途自動車の買い替えは助成対象外です。

（「生産性の向上、労働能率の増進に資する」に該当しないため）

性能のいい種類に買い替える結果、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められる場合は助成の対象

となります。

・事務所、倉庫等の無駄な動きを削減し又は解消するためのレイアウト変更も助成対象となります。



業務改善助成金のお問い合わせ先
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・厚生労働省ＨＰ

申請書と事業実績報告書・支給申請書を簡単に作成するこ
とができる申請書等簡易作成ツールを掲載しました。

・業務改善助成金コールセンター

℡０１２０－３６６－４４０

（平日８：３０～１７：１５）

・新潟働き方改革推進支援センターでは

事業場に訪問してのご相談にも応じます。

℡０１２０－００９－２２９

（平日９：００～１７：００）

niigata-hatarakikata@shakaihokenroumushi.jp

・新潟労働局雇用環境・均等室

℡０２５－２８８－３５２８

15roudou@mhlw.go.jp（問い合わせのみ）

〒９５０－８６２５

新潟市中央区美咲町１－２－１



業務改善助成金の電子申請先
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※ご利用にはＧビズＩＤプライムが必要です



働き方改革推進支援助成金（適用猶予業種等対応コース（建設業）①
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このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や週休2日制の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業

事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

対象事業主

申請期限が延長になりました！（令和５年１２月２８日まで）

成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を
３％以上または、５％以上で賃金引上げを行うと助成上限額が高くなります。

※就業規則の作成・変更が必要です。引上げ後の賃金を１月以上支払うことが必要です。
※業務改善助成金と異なり、遡っての賃上げは認められません。同一の設備投資等について業務改善助成金との併給はできません。

以下のいずれにも該当する事業主です。
１．労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第139条第１項に定める工作物の建設の事業その他これに関連す
る事業として厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む中小企業事業主であること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
３．交付申請時点で、36協定を締結していること。
４．下記「成果目標」②を選択する場合交付申請時点の所定休日が４週当たり４日から７日であること。

助成対象となる取組～いずれか１つ以上を実施～

① 労務管理担当者に対する研修(※1) ⑥労務管理用ソフトウェア。労務管理用機器、デジタル式運航記録計の導入・更新（※2）

② 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発 ⑦労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新（※2）

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更 （※1）研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。

⑤ 人材確保に向けた取組 （※2）原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、12月28日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

時間外・休日労働時間の削減
または、週休2日制の増進

生産性向上等
に資する
設備投資等

設備投資等に
要した費用の
一部を助成



働き方改革推進支援助成金（適用猶予業種等対応コース（建設業）②
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以下の「成果目標」から１つ以上を選択の上、達成を目指して取組を実施してください。

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定

② 全ての対象事業場において、４週における所定休日を１日から４日以上増加させること。

助成額

「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。【助成額最大830万円】

助成
額

以下のいずれか低い額
Ⅰ 以下１～２の上限額及び３の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率３／４(※3)

(※3) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対
象の取組で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が
30万円を超える場合の補助率は４／５

【Ⅰの上限額】

１． 成果目標①の上限額

事業実施後に設定する
時間外労働と休日労働
の合計時間数

事業実施前の設定時間数

現に有効な36協定にお
いて、時間外労働と休
日労働の合計時間数を
月80時間を超えて設定
している事業場

現に有効な36協定にお
いて、時間外労働と休
日労働の合計時間数を
月60時間を超えて設定
している事業場

時間外労働と休日労働
の合計時間数を月60時
間以下に設定

250万円 200万円

時間外労働と休日労働
の合計時間数を月60時
間を超え、月80時間以
下に設定

150万円 ―

２．成果目標②の上限額：

1日増加ごとに25万円（※4）（最大100万円）

（※4）年間における所定休日数を定めている場合は、以下の計算式

により、４週間当たりの所定休日を算出します。

（年間所定休日数）÷（３６５日÷７）×４

３．賃金引上げの達成時の加算額

（常時使用する労働者数が30人を超える場合）

引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人

３％以上
引上げ

15万円 30万円 50万円
１人当たり５万円
（上限150万円）

５％以上
引上げ

24万円 48万円 80万円
１人当たり８万円
（上限240万円）

※常時使用する労働者数が30人以下の場合は、

上記表の2倍の金額が加算額となります。

成果目標



働き方改革推進支援助成金（適用猶予業種等対応コース（建設業）③
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土木工事積算システムを
導入

過去の類似工事との比較
が容易になり、より短時
間で適正な積算値を算出
できるようになった。

助成金

による

取組

改善の

結果

測量作業と重機操作を効率化し、
労働時間を削減したい！

測量杭打ち機と
重機用センサーユニットを導入

測量や杭打ち、重機の操
作を１人で行えるように
なり、１日当たりの作業
時間が削減された。

企業の

課題

課題別にみる助成金の活用事例

積算業務を効率化し、
労働時間を削減したい！

設備投資等を行う前に申請する必要があります。

ご不明な点やご質問がございましたら、新潟労働局雇用環境・均等室（０２５－２８８－３５２８）にお尋ねください。

ご利用の流れ

「交付申請書」を、最寄りの労働
局雇用環境・均等部（室）に提出
（締切：令和5年12月28 日
（木））

交付決定後、提出した計画に沿って取
組を実施
（事業実施は、令和６年2月29日
（水）まで）

労働局に支給申請
（申請期限は、事業実施予定期

間が終了した日から起算して30日
後の日または令和6年3月8日（金
）のいずれか早い日となります。



キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用
労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の
取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

21

正社員化
コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に
転換した事業主に対して助成

障害者正社員化
コース

有期雇用労働者等の賃金規定等を３％以上増額改定し、
昇給させた事業主に対して助成

賃金規定等改定
コース

有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規
定等を新たに規定・適用した事業主に対して助成

賃金規定等共通化
コース

有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を導入し、支給
または積立てを実施した事業主に対して助成

賞与・退職金制度導入
コース

短時間労働者を、労働者の収入を増加させる取組を実
施したうえで新たに社会保険に適用させた事業主に対
して助成（令和５年10月創設）

社会保険適用時
処遇改善コース

【 各コース概要 】 令和４年度
申請実績

比率
％

１，０６９件 ９１％

１０件 １％

２３件 ２％

０件

１５件 １％

ー －

有期雇用労働者等を正社員化した事業主に対して助成



「賃金規定等改定コース」とは？
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有期雇用労働者等※１の基本給を定める賃金規定等※２を３％以上増額改定し、その規定
を適用した事業主に対して、助成を行う制度です。

支給額 １人当たりの助成額は以下のとおりです。 ※１事業所申請上限１００人／年度

※１ 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します。
※２ 賃金規定の他、「賃金テーブル」や「賃金一覧表」も増額改定の対象とみなします。

賃金引上げ率 ３％以上５％未満 ５％以上

中小企業 ５万円 ６万５，０００円

大企業 ３万３，０００円 ４万３，０００円

企業規模

加算額 １事業所当たり加算額は以下のとおりです。 ※１事業所１回のみ

職務評価の手法の活用により
賃金規定等を増額改定した場合

中小企業 ２０万円

大企業 １５万円

職務評価とは・・人事評価とは異なります
職務の大きさ（職務内容・責任の程度）を相対的に
比較し、その職務に従事する労働者の待遇が職務の
大きさに応じたものとなっているかの現状を把握す
ることをいいます。なお、職務評価は、個々の労働
者の仕事ヘの取り組み方や能力を評価（人事評価・
能力評価）するものとは異なります。

（パンフレットＰ.３７ご参照）



具体的な活用事例
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助成額①

※１ 一部の非正規雇用労働者の賃金を増額する場合には、その区分が雇用形態別または職種別、その他合理的な理由（部門別等）に
基づき区分されている場合に限り、対象労働者と認めます。 対象者は雇用保険に加入している非正規労働者等です。

中中小企業の非正規雇用労働者全員（２０人）の基本給を３％以上引き上げた場合

＜ 本体助成 ＞
２０人 × ５０，０００円 ＝ １，０００，０００円

助成額③
大企業の非正規雇用労働者のうち、A部門で働く※１パートタイマー２０人の
基本給を職務評価の手法を活用し５％以上引き上げた場合

＜ 本体助成 ＞
２０人 × ４３，０００円 ＝ ８６０，０００円

＜ 職務評価加算額 ＞
１５０，０００円 合計 １，０１０，０００円

助成額②
中中小企業の非正規雇用労働者のうち、A部門で働く※１パートタイマー２０人の
基本給を３％以上、１０人を５％以上引き上げた場合

＜ 本体助成 ＞
２０人 × ５０，０００円 ＝ １，０００，０００円
１０人 × ６５，０００円 ＝ ６５０，０００円 合計 １，６５０，００円



受給条件 以下の要件全てに当てはまる必要があります。

有期雇用労働者等の基本給を賃金規定等に定めていること。
⇒ 増額改定前の賃金規定等は３か月以上運用されているもので労働基準監督署届出が

確認できるものに限る（増額改定時に新たに作成する場合は賃金実態により判断）

２の賃金規定等を３%以上増額改定し、改定後の規定に基づき６か月分の賃金を支給している
こと。

⇒ 増額改定後の賃金規定等は６か月分の賃金算定期間に適用されているもので労働基
準監督署届出が確認できるものに限る

２ 賃金規定等の適用

３ 賃金アップ（２の改定）
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賃金規定等を増額改定する前日までに「キャリアアップ計画※１」を作成し、最寄りの労働局
へ提出していること。

⇒ 新潟県は、原則として管轄ハローワークへ提出
ただし、ハローワーク新潟管轄の事業所のみ新潟の助成金センターへ提出

１ キャリアアップ計画の作成・提出

※１ 労働者のキャリアアップに向けた取組を計画的に進めるための、今後の大まかなイメージを記載した計画のことです。



賃金規定等とは？

以下のように、就業規則や労働協約において賃金額の定めがあるものです。※１

25

就業規則 例：第○条（賃金）契約社員およびパートタイマーの賃金を○○のとおり定める・・・

賃金規定

例：第○条（賃金）賃金は、基本給、時間外手当、通勤手当とする。
第○条（基本給）基本給は、時給によって定める。なお、その金額は本人の能力および

経験等に応じ、○級：○○円、○級：○○円とする

賃金一覧表 例：【等級別】1級：○○○円、2級：○○○円、3級：○○○円
【個人別】○○さん：○○○円、××さん：××円、△△さん：△△円（匿名でも可）

※１賃金規定等は、改定ではなく、新たに作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金実態からみて３％以上増額している
ことが確認できれば助成対象になります。

注）就業規則以外の賃金規定に定める場合は「給与については賃金規定に定める・・」、賃金テーブル・賃金一覧
表に定める場合は「基本給については別表：賃金テーブル・賃金一覧表に定める・・」などの紐づけが必要

です。



増額改定から申請までの流れ（賃金一覧表を新たに作成した場合）
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有期雇用労働者等の基本給を時給、日給または月給に換算

▼

金額の順に一覧表を作成

▼

すべて※１の等級の金額を３％以上増額し、６か月分の賃金
を支給した日の翌日から２か月間、支給申請ができます。

例）申請期間（賃金締切日が月末で翌月１５日払いの事業所の場合）

賃金増額前の賃金一覧表を作成（３か月以上運用）
↓

４月１日 賃金増額改定（すべての等級を３％以上増額）
↓

６か月分の賃金算定期間
↓

９月３０日 ６か月目の賃金〆日 ⇒ １０月１５日賃金支払日
↓

１０月１６日 から １２月１５日 が申請期間

等級 改定前時給 改定後時給

１ 950円 980円

２ 970円 1,000円

･･･ ･･･ ･･･

１０ 1,200円 1,240円

＜賃金一覧表（時給換算の場合）＞

３％以上UP!

※１既存の賃金規定等を改定する場合、対象労働者が位置づけられていない等級も、原則としてすべて増額している必要があります。



一部の有期雇用労働者等を対象とする場合
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原則、すべての有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定すること
が必要ですが、以下の場合に限り対象者と認めます。

１．雇用形態別 （正社員・パート・アルバイト 等）
２．職 種 別 （営業職・総務職・現場作業職 等）
３．その他合理的な理由
・部 門 別 （Ａ支店やＢ工場 等）
・ 最低賃金を下回る者

令和３年度までは認められていませんでしたが、令和４年度から認められることになりました。
但し、各都道府県の最低賃金の公示日以降、発効日の前日までに賃金規定等の増額改定を行う
必要があります。例年発効日は１０月１日となっていますので、前日の９月３０日までに改定
を行えば、最低賃金の増額分を組み入れることが可能です。
発効日後は含めることはできません。

（参考） 直近３年の新潟県の最低賃金 R03.10.1～ ¥859（3.3%UP）
R04.10.1～ ¥890（3.6%UP）

“３％以上増加している！” R05.10.1～ ¥931（4.6%UP）

【 認められないケース 】
・評価が良かった者だけ・・（評価の結果であっても３％以上増額が必要）
・Ａ支店の総務部門・・といった二重の括り



各種お問い合わせ先について

所在地 電話番号

助成金センター 新潟市中央区新光町16-4 荏原新潟ビル１F 025(278)7181

ハローワーク新潟 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館 1,2階 025(280)8609

ハローワーク長岡 長岡市千歳1-3-88 長岡地方合同庁舎内 0258(32)1181

ハローワーク上越 上越市春日野1-5-22 上越地方合同庁舎内 025(523)6121

ハローワーク三条 三条市北入蔵1-3-10 0256(38)5431

ハローワーク柏崎 柏崎市田中26-23 柏崎地方合同庁舎内 0257(23)2140

ハローワーク新発田 新発田市日渡96 新発田地方合同庁舎内 0254(27)6677

ハローワーク新津 新潟市秋葉区新津本町4-18-8 新津労働総合庁舎内 0250(22)2233

ハローワーク十日町 十日町市下川原町43 025(757)2407

ハローワーク糸魚川 糸魚川市横町5-9-50 025(552)0333

ハローワーク巻 新潟市西蒲区巻甲4087 0256(72)3155

ハローワーク南魚沼 南魚沼市八幡20-1 025(772)3157

ハローワーク佐渡 佐渡市両津夷269-8 0259(27)2248

ハローワーク村上 村上市緑町1-6-8 0254(53)4141
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キャリアアップ助成金の活用については、
お近くのハローワーク又は助成金センターへ

詳細は「キャリアアップ助成金のご案内」パンフレットをご参照ください。



（参考）人材開発支援助成金①
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（参考）人材開発支援助成金②
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（参考）人材開発支援助成金③
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（参考）最低賃金・賃金引上げに向けた支援策①
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（参考）最低賃金・賃金引上げに向けた支援策②
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（参考）キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）
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１ 下請取引適正化及び賃金引上げに係る対応

２ 賃金引上げに係る支援策及び取組事例

・業務改善助成金

・働き方改革推進支援助成金適用猶予業種等対応コース

・キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース

３ 人材確保の取組事例（建設業）



職場環境などの改善
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■職場環境などの改善を行った企業

■改善を行った企業の取組事例

・時間外労働の縮減

・年間休日数の増加

・有給休暇の取得促進の制度化
（毎月●回の有給休暇の取得促進など）

・各種認定制度の認定を目標に、
職場環境の改善に向けた取組の実施
⇒「ユースエール認定企業」

■ユースエール認定企業
・若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の
状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が
「ユースエール認定企業」として認定

・認定マークをハローワークの求人票などに表示
して、認定を受けた優良企業であるということを
対外的にアピール

・県内の認定企業４１社（うち建設業関係１３社）
（令和５年１１月２４日現在）

◀各認定制度（若者雇用促進総合サイト）

※紹介率＝応募者数/新規求人数



求人票の記載のポイント
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ハローワーク求人票

・求人票は詳細な内容を記載していないと、そもそも応募に繋がりにくいのが現状です。

・職種や仕事内容の欄は、求職者の方が応募先を選定する際、特に重視している項目です。

・職種や仕事内容の欄は求職者が仕事内容をイメージできるよう、詳細な内容を記載してください。

【表面】

【裏面】

職
種

仕

事

内

容

土木作業員

土木工事の現場作業に従事します。

より詳細な記入をお願いします！！



求人票の記載のポイント
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ハローワークインターネットサービス
一覧形式の求人情報

職種 土木作業員

仕事の内容 土木工事の現場作業に従事します。
【最初の３行を表示】

求人検索

求職者が求人情報を検索する時は、まず一覧形式の求人情報が表示され、その中で興味のある求人情報のボタン
をクリックしてはじめて「求人票」が閲覧できる仕組みになっています。

一覧形式では、仕事内容欄は最初の３行しか表示されないため、いかに最初の３行にPR事項や
伝えたい事柄を記載するかが重要です

求人票

求人票を表示

トップページ



求人票の記載のポイント

39

職種欄は、求職者が最初に目にする項目なので、施工管理、土木作業員、配管工など、
単に職種名の記載だけでなく、経験・資格の有無（有資格者、未経験者歓迎）や、
職位（現場監督、現場管理など）、就業場所も併記するなどして効果的に活用しましょう。
（例）・・・土木工事の施工管理補助（未経験者歓迎）（新潟市全域）
（例）・・・電気工事（未経験者・無資格者歓迎）（中央区●●）
（例）・・・大工（木造住宅）（新潟市、新発田市）

□ 仕事内容

⇒主な現場
例）道路、河川、上下水道、一般住宅、アパート、ビル、工場、学校

もしくは「工事現場は●●が多く、●●は少ない」など

⇒仕事（工事）の特徴・特色

例）戸建て住宅等の現場監督：注文住宅の新築戸建て、リフォームの施工管理を行います。

現在はリフォーム工事の受注が多いです。
例）土木作業員：主に道路の側溝工事、アスファルト舗装などを行います。重機（バックホー）を

操作しての掘削作業などもあります。

職種欄のチェックポイント

仕事内容欄のチェックポイント

以下のように、詳しく記載をしている企業も増えています（記載例は、実際の記載事例を含みます）。

どんな現場が多いか、どんな作業が主体なのかなど、
「どこで、なにを、どうするか」 を基本に、
より具体的に、詳細な記載をお願いします！

他に、「１日の仕事の流れ」などの記載も、未経験者がイメージし易く効果的です！



求人票の記載のポイント
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⇒仕事（工事）の特徴・特色（続き）

例）大工：木造の戸建て住宅、アパートの新築工事、リフォーム工事などの大工工事を行います。

例）配管工（給排水設備工）：屋内外の配管工事、給排水衛生設備の工事を行います。設計図に基づい
て道路から配管を引込み、水栓器具やトイレの便器、給湯器等の器具の取り付けまで行います。

例）電気工事士：大型商業施設から小規模な店舗まで、様々な建物の新築や改装の現場での電気工事を
行います。ケーブルの配線、照明器具やスイッチ、コンセント、業務用エアコンの取り付けなどの
作業です。

⇒高所作業の有無

例）工程や工事現場によっては、高所作業を行う場合もあります。

□ 工事現場の範囲（出張がある場合はその頻度）・現場への移動方法

例）作業現場は●●地区が主です。朝、会社に集合して社用車で現場に移動します。

年に数回程度●●エリアへの出張あり。
例）月に●回程度、隣県（山形県、福島県）への出張があります。１回当たりの出張期間は●日程度、

会社が用意したホテルに宿泊となります。

□ 研修や資格取得補助の内容

例）未経験の場合は、見習いから丁寧に指導します。初めは補助的な業務からスタートしますが、

常に複数人で作業を行い、ベテラン社員も同行しますので、安心して技術を習得できます。
例）未経験の場合は、まずは先輩社員の補助（施工の補助、資材の運搬、現場の清掃など）をしながら、

施工の手順や方法を学んでもらいながら育成していきます。

仕事内容欄のチェックポイント（続き）

未経験者や無資格者が応募可能な場合は是非ご記入ください！



求人票の記載のポイント
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□ 研修や資格取得補助の内容（続き）

例）資格取得にかかる費用の全額補助あり。資格取得に向けた勉強会も社内で定期的に開催します。

例）資格取得費用を補助します。資格の試験日が休日の場合は、別日に振替休日を取得できます。

□ PR事項
例）男女問わず活躍しています。シニアの方も活躍しています。

例）未経験から始めた方でも、入社●年目には〇〇を担当、■年目には□□を担当するなど、活躍して
いる方もいます。経験を積み、技術を見に付け、長期的なキャリアアップが図れます。

□ 職場見学の可否
⇒職場見学可能な場合は「応募前職場見学が可能ですので、ハローワークを通じてご連絡ください。」など

と記載。

仕事内容欄のチェックポイント（続き） 教育体制や資格取得までのサポートなどを具体的に記載ください。
若年者は特に人材育成の内容に関心があります。

応募の前に、まずは事業所を見学したいという方も多いです！

仕事内容欄に書ききれない情報は、
裏面の「求人に関する特記事項」欄
に記載してください！
職場の様子や雰囲気などの情報も
ぜひ記載してください！

〇制服：無
〇マイカー通勤可：駐車場有（無料）
※ 履歴書（写真貼付）・紹介状を郵送ください。（事前連絡要）



求人票の記載のポイント
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そ
の
他
手
当
付
記
事
項

d

・賃金総支給額の目安
・基本給の差は経験であること
・経験者は賃金面で優遇すること
を記入

賃金欄のチェックポイント

（
）

ハローワークの求人票には、基本給や各種手当、月平均の時間外労働などを記載する欄はありますが、
額面でどの位の収入が見込めるか、所定の欄では記載する項目はありません。

賃金面を特に重視する求職者も多いため、求人票賃金欄の「その他手当付記事項」欄を活用して、
賃金総支給額などを記載すると効果的です。

（例）賃金総額見込 ●円～●円（各種手当・残業代含む） 年収 ●円～●円（入社時）
●円～●円（各種手当・残業代含む） 年収 ●円～●円（入社５年）

※仕事内容欄にも記載するとより効果的です。

また、経験やスキルなどにより賃金に差がある場合や、経験者を優遇する内容が賃金面である場合は、
その旨を記載することも求職者にとって応募しやすくなります。



求人票の記載のポイント
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就業時間欄、
休日等欄のチェックポイント

就業時間や休日等については、補足事項を入力することができます。有効に活用しましょう。

《 就業時間の補足事項の例 》
・工事現場によっては就業時間が前後することがあります。
・３月は残業になることが多いです。

《 休日等の補足事項の例 》
・状況により休日出勤となる可能性があります（振替休日対応）。
・GW休暇、夏期休暇（●日）、年末年始休暇（●日）
・休日は会社カレンダーによる
・従業員の▲年度有給休暇取得日数・・・平均■日

就業時間に関する特記事項

補足事項を記入

休

日

等

日 祝日 その他
週休二日制 その他

６ヶ月経過後の年次有給休暇日数 １０日

補足事項を記入



求人票の記載方法の相談等
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求人票の記載方法の相談

本日説明の項目以外にも、ハローワークの求人票には様々な項目があります。
（例 仕事の内容欄など所定の欄に記載しきれなかった内容や、事業所のＰＲ事項を記載で
きる「求人に関する特記事項」欄）

求人票の記載方法について、管轄のハローワークまでご相談ください。

ハローワーク新潟 人材確保支援コーナー

ハローワーク新潟には「人材確保支援コーナー」を設置し、建設分野などの職種の人材確保
を支援しています。
コーナーでは、求人票の記載方法のアドバイスや、事業所を訪問して収集したアピールポイ
ント等を求職者へ提供、また、求人説明会を開催しています。
求人説明会では、事業所の方がハローワークに申込みしている求人の詳細な内容を求職者へ
直接ＰＲすることができます。
詳しくは、人材確保支援コーナーへお問い合わせください。

お問い合せ先

ハローワーク新潟 人材確保支援コーナー

新潟市中央区美咲町１－２－１ 新潟美咲合同庁舎２号館

電話：０２５－２８０－８６０９（部門コード４１＃）

求人説明会は、会場と事業所や工事現場を
オンラインでつなぎ、求職者に事業所や現
場の見学をしてもらうなど、より充実した
内容で開催することができます！


